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タイ王国の医療保障制度

北島 勉

目的　タイでは急速な経済成長，人口構造の高齢化，疾病構造の感染症中心から慢性疾患中心への転換等に

より，医療需要が増加している。そのため，医療保障制度を拡充し整備することが重要な課題としてあ

げられるようになった。そこで，タイの医療保障制度と保健医療システムの発展に対する協力活動や，

タイと同様に医療保障制度の拡充が課題となっている開発途上国への協力活動に資するため，タイの主

な医療保障制度の概要について報告した。

方法　筆者が1994年4月から1996年4月の2年間に国際協力事業団のタイ王国公衆衛生プロジェクトに派遣

専門家として赴任中に資料を収集した。また，1996年7月，9月，1997年2月に，タイにおいて医療保

障制度関係者や研究者からのヒヤリングを実施した。

結果　タイの主要な医療保障制度としては，低所得者や高齢者，6歳以下の子供，小学生等を対象とした医

療扶助制度，公務員や国営企業の従業員およびそれらの扶養家族等を対象した医療保障制度，10人以

上の従業員を雇用する事業所を対象とした強制保険である社会保障制度，任意保険であるヘルスカー

ドがあり，1995年時点で，国民の67.8％が何らかの医療保障制度の対象となっていると推計されてい

る。

結論　医療保障制度巻に保健医療施設へのアクセスに関する差や政府からの一人当たりの支出金の額に差が

あり，今後これらの格差を是正することが課題であろう。国民皆保険制度を達成するには，医療保障制

度の対象となっていない層を明らかにすることが必要であると思われる。また，医療サービスの供給に

おける役割が拡大してきた民間病院や民間診療所を医療保障制度の中に位置づけることと，都市部への

医療従事者の偏在を緩和することが重要になるであろうと思われる。
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